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宮 崎 県 に お い て 資 源 管 理 を 行 う た め の 方 針 （ 案 ） （ 新 旧 対 照 表 ）  

 

新  旧 （ R 4 . 2 . 3  公 報 第  2 7 7 号 ）  

 
第 １ ～ 第 ８  （ 略 ）  
 
（ 別 紙 １ － １ ） ～  （ 別 紙 １ － ２ ）  （ 略 ）  
 
（ 別 紙 １ － ３ ）  
第 １  特 定 水 産 資 源  

く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ）  
第 ２  知 事 管 理 区 分 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と の 漁

獲 量 の 管 理 の 手 法 等  
 １  宮 崎 県 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 漁 船 漁 業  
  ⑴  当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項 は 、
次 の と お り と す る 。  
①  水 域  

中 西 部 太 平 洋 条 約 海 域 （ 漁 業 の 許 可
及 び 取 締 り 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 3 8 年
農 林 省 令 第 ５ 号 。 以 下 「 許 可 省 令 」 と
い う 。 ） 第 １ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る
海 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

②  対 象 と す る 漁 業  
ア  沿 岸 く ろ ま ぐ ろ 漁 業 （ 太 平 洋 広 域

漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 3 7 号 １ （ ２ ）
及  び 日 本 海 ・ 九 州 西 広 域 漁 業 調 整
委 員 会 指 示 第 6 3 号 １ （ ２ ） に 掲 げ る
漁 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

イ  宮 崎 県 に 住 所 又 は 主 た る 事 務 所 そ
の 他 の 事 業 所 の 所 在 地 が あ る 者 に よ
る く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） を 採 捕 す る
漁 船 漁 業  

 
第 １ ～ 第 ８  （ 略 ）  
 
（ 別 紙 １ － １ ） ～  （ 別 紙 １ － ２ ）  （ 略 ）  
 
（ 別 紙 １ － ３ ）  
第 １  特 定 水 産 資 源  
   く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ）  
第 ２  知 事 管 理 区 分 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と の 漁
獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

１  宮 崎 県 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 漁 船 漁 業  
⑴  当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項 は 、
次 の と お り と す る 。  
①  水 域  

中 西 部 太 平 洋 条 約 海 域 （ 漁 業 の 許 可
及 び 取 締 り 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 3 8 年
農 林 省 令 第 ５ 号 。 以 下 「 許 可 省 令 」 と
い う 。 ） 第 １ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る
海 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

③  対 象 と す る 漁 業  
ア  沿 岸 く ろ ま ぐ ろ 漁 業 （ 太 平 洋 広 域

漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 3 7 号 １ （ ２ ）
及 び 日 本 海 ・ 九 州 西 広 域 漁 業 調 整 委
員 会 指 示 第 6 3 号 １ （ ２ ） に 掲 げ る 漁
業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

イ  宮 崎 県 に 住 所 又 は 主 た る 事 務 所 そ
の 他 の 事 業 所 の 所 在 地 が あ る 者 に よ
る く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） を 採 捕 す る
漁 業  
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③  漁 獲 可 能 期 間  
周 年  

 ⑵  （ 略 ）  
 ２ ～ ５  （ 略 ）  
第 ３ ～ 第 ４  （ 略 ）  
第 ５  そ の 他 資 源 管 理 に 関 す る 重 要 事 項  
 （ 削 除 ）  
 
 
 
 
 

知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 量 の 公 表 に つ い て 、
法 第 3 1 条 に 定 め る 場 合 に 該 当 す る か 否 か に
つ い て は 、 当 該 知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 量 が 当
該 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 の ７ 割 を 超 え る と き
を 基 準 と し て 、 漁 獲 量 の 推 移 に 応 じ て 判 断
す る 。  

 
 

（ 別 紙 １ － ４ ）  
第 １  特 定 水 産 資 源                                               
   く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ）   
第 ２  知 事 管 理 区 分 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と の 漁

獲 量 の 管 理 の 手 法 等  
１  宮 崎 県 く ろ ま ぐ ろ（ 大 型 魚 ）漁 船 漁 業（ ４

月 か ら 1 2 月 ま で ）  
⑴  当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項 は 、
次 の と お り と す る 。  
①  水 域  

     中 西 部 太 平 洋 条 約 海 域  
②  対 象 と す る 漁 業  

ア  沿 岸 く ろ ま ぐ ろ 漁 業  
イ  宮 崎 県 に 住 所 又 は 主 た る 事 務 所 そ

の 他 の 事 業 所 の 所 在 地 が あ る 者 に よ
る く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 採 捕 す る
漁 船 漁 業 （ 以 下 「 そ の 他 の 漁 船 漁 業 」
と い う 。 ）  

③  漁 獲 可 能 期 間  
  周 年  

    ⑵  （ 略 ）  
 ２ ～ ５  （ 略 ）  
第 ３ ～ 第 ４  （ 略 ）  
第 ５  そ の 他 資 源 管 理 に 関 す る 重 要 事 項  

１  平 成 2 8 年 漁 期 （ 第 ２ 管 理 期 間 ） の 超 過 量
に つ い て は 、 差 し 引 き が な い 場 合 の 漁 獲 枠
の ２ 割 （  2 . 9 ト ン ） を 上 限 と し て 分 割 し て
差 し 引 く こ と と し て い る が 、 前 管 理 年 度 の
未 消 化 数 量 に つ い て は 、 次 管 理 年 度 以 降 の
差 し 引 き 分 に 充 当 す る 。  

２  知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 量 の 公 表 に つ い て 、
法 第 3 1 条 に 定 め る 場 合 に 該 当 す る か 否 か に
つ い て は 、 当 該 知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 量 が 当
該 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 の ７ 割 を 超 え る と き
を 基 準 と し て 、 漁 獲 量 の 推 移 に 応 じ て 判 断
す る 。  

 
 

（ 別 紙 １ － ４ ）  
第 １  特 定 水 産 資 源                                               
   く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ）   
第 ２  知 事 管 理 区 分 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と の 漁

獲 量 の 管 理 の 手 法 等  
１  宮 崎 県 く ろ ま ぐ ろ（ 大 型 魚 ）漁 船 漁 業（ ４

月 か ら ９ 月 ま で ）  
⑴  当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項 は 、
次 の と お り と す る 。  
①  水 域  

中 西 部 太 平 洋 条 約 海 域  
②  対 象 と す る 漁 業  

ア  沿 岸 く ろ ま ぐ ろ 漁 業  
イ  宮 崎 県 に 住 所 又 は 主 た る 事 務 所 そ

の 他 の 事 業 所 の 所 在 地 が あ る 者 に よ
る く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 採 捕 す る
漁 業 （ 以 下 「 そ の 他 の 漁 船 漁 業 」 と
い う 。 ）  
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③  漁 獲 可 能 期 間  
４ 月 １ 日 か ら 同 年 1 2 月 3 1 日 ま で  

⑵  （ 略 ）  
２  宮 崎 県 く ろ ま ぐ ろ（ 大 型 魚 ）漁 船 漁 業（ １

月 か ら ３ 月 ま で ）  
⑴  当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項 は 、
次 の と お り と す る 。  
①  水 域  

     中 西 部 太 平 洋 条 約 海 域  
   ②  対 象 と す る 漁 業  
    ア  沿 岸 く ろ ま ぐ ろ 漁 業  
    イ  そ の 他 の 漁 船 漁 業  
   ③  漁 獲 可 能 期 間  
     １ 月 １ 日 か ら 同 年 ３ 月 3 1 日 ま で  
     ⑵  （ 略 ）  
 ３ ～ ５  （ 略 ）  
 
第 ３ ～ 第 ５  （ 略 ）  
 
（ 別 紙 １ － ５ ） ～ （ 別 紙 ３ － 1 4 ）  （ 略 ）  
 

 

③  漁 獲 可 能 期 間  
４ 月 １ 日 か ら 同 年 ９ 月 3 0 日 ま で  

 ⑵  （ 略 ）  
２  宮 崎 県 く ろ ま ぐ ろ（ 大 型 魚 ）漁 船 漁 業（ 1 0

月 か ら ３ 月 ま で ）  
  ⑴  当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  
    当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項 は 、

次 の と お り と す る 。  
   ①  水 域  
     中 西 部 太 平 洋 条 約 海 域  
   ②  対 象 と す る 漁 業  
    ア  沿 岸 く ろ ま ぐ ろ 漁 業  
    イ  そ の 他 の 漁 船 漁 業  
   ③  漁 獲 可 能 期 間  
     1 0 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 3 1 日 ま で  

⑵  （ 略 ）  
 ３ ～ ５  （ 略 ）  
 
第 ３ ～ 第 ５  略  
 
（ 別 紙 １ － ５ ） ～ （ 別 紙 ３ － 1 4 ）  （ 略 ）  
 

 

 


